令和８年度「有害鳥獣捕獲者（カラー）育成プロジェクト」運営業務仕様書

第１　業 務 名
令和８年度「有害鳥獣捕獲者（カラー）育成プロジェクト」運営業務

第２　履行期限
契約締結の日から令和９年３月19日まで

第３　目　的
　　趣味で鳥獣を捕獲する狩猟者（ハンター）とは別で、農林業被害対策や個体数管理等の行政施策上の捕獲を担う有害鳥獣捕獲者（カラー）の確保と育成を目的に第４の業務を実施する。

第４　業務内容
１　打ち合わせ
業務の着手前、実施計画の作成時において、計２回打ち合わせ協議を行うものとする。

　２　実施計画の作成
委託者が定めた全体計画案（別紙）に基づき、講座及び実習の日程、会場の手配、講師の選定等を行い、実施計画を作成する。講師の選定においては、講義及び実習の内容に合わせ、十分な知見や技術を有する者を選定すること。会場使用料及び外部の講師に依頼した場合の謝金や旅費等については、受託者が負担する。作成した実施計画は、委託者の確認を受けたうえで受講生に対し受託者が周知する。

　３　研修に関して共通事項
　　(1)受講生の募集
　　　① 募集要領を作成し、県や市町、猟友会、ホームページ等を通じて広報する。
② 応募者が多い場合は、委託者と協議のうえ、決定する。

(2)教材の作成
委託者からの提供資料等を活用し、講義や実習の資料やアンケートを作成する。また、研修時にそれぞれ受講生の人数分印刷して配布する。

(3)研修会の運営
　　　① 事故やケガのないように安全管理に十分配慮すること。
② 受講生はハンター保険に加入することとするが、ハンター保険に加入できない受講生については、自己負担でハンター保険と同等の保険に加入させることとする。
3 受講生には開催通知を送付し、出欠状況の確認、研修終了後はアンケートを実施すること。
4 射撃実習は銃砲刀剣類所持等取締法（昭和33 年法律第６号）第９条の３に定める猟銃等射撃指導員が指導を行うこと。
5 射撃実習の各回において、受講者の射撃技能を評価し受講者に結果を通知すること。
6 銃猟実習で使用する講師用の実包は、受託者が経費を負担すること（５発/回程度を想定）。
7 銃猟実習で使用する無線機器は、必要台数を委託者が受託者に貸与する。
8 捕獲した個体や解体後の残渣は受託者で処分する（実習１回につき２頭程度を想定）。
9 受講生に対し、随時狩猟免許や猟銃所持許可等の資格取得状況を確認する。
10 受講生の理解を深めるため、必要に応じて模擬銃を用いて研修すること

(4)修了検定の実施と修了証の発行について
①４(1)銃猟実践講座（初級）及び、(2)銃猟実践講座（中級）においては、すべてのカリキ        ュラム終了後にそれぞれ修了検定を行うこと。検定の結果は、別紙様式等で受講者へ通知する。なお、修了検定の合否基準については別途協議する。
②受託者は検定の結果を取りまとめ委託者に報告し、委託者が修了証を発行し交付する。
③受託者は受講者に対し、修了証の交付状況及び受講結果に関し、推薦元である市町への情
報提供の可否について、あらかじめ受講者本人に確認を行う。

　４　担い手集合研修について
　　(1)銃猟実践講座（初級）（定員15名）
銃器捕獲の基礎的な知識と技術の習得を目指す者を対象に座学と実習を実施する。受講要件は、下記ア～ウを満たす者とする。
ア第一種銃猟狩猟免許を所持している。
イ既に猟銃を所持している、もしくは手続き中である。
ウ銃器による有害鳥獣捕獲活動に従事している、もしくは従事見込みである。
　　　　
　　講座のカリキュラムは下記のとおりとする。
1 銃猟の基本と安全管理（１日/座学×１回実施）
2 静的射撃実習（１日/実習×２回）
3 銃猟実習（１日/実習×４回）

(2)銃猟実践講座（中級）（定員15名）
捕獲の実施経験がある者の知識と技術の向上に向けて、座学と実習を実施する。受講要件は下記ア、イを満たす者とする。
ア既に第一種銃猟狩猟免許及び、猟銃を所持している。
イ銃器による有害鳥獣捕獲活動に従事している、もしくは従事見込みである。

講座のカリキュラムは下記のとおりとする。
1 猟場情報の収集と読解（１日/座学×１回実施）
2 射撃実習の実施（１日/実習×２回実施）
3 銃猟実習の実施（１日/実習×２回実施）
4 捕獲実施計画策定実習の実施（２日/実習）

５　被害防止計画・捕獲計画策定の高度化研修資料作成
データに基づく被害防止計画や捕獲計画の策定を実施する者及び、策定された計画の内容を理解し効果的な捕獲に従事するとともに、将来的に地域の有害捕獲のリーダーとなる者を育成することを目的として実施する研修会等に用いる資料作成を行う。また、当該資料には、有害捕獲の実施状況（捕獲地点、実施者等）を分析し、結果を地図化等の手法により可視化した内容を含むものとする。

第５　著作権及び成果品
　　委託業務にて作成した資料、写真等の著作権については委託者にあるものとする。講義に使用
した資料及び受講生の出欠状況、受講状況（写真）等について取りまとめ、チューブファイル等
に製本し、納品するものとする。また、写真の使用について受講生等に誓約書をとることとする。
　１講義資料　１部　（電子媒体を含む）
　２受講状況　１部　（電子媒体を含む）

第６　その他
　　本仕様書に定めのない事項については、委託者と受注者が協議して決定する。
